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標準仕様書の精度向上に向けた進め方（事務局案）
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1．標準化の全体スケジュール及び今年度の位置づけ
１-１．標準化全体スケジュール

令和５年度は、地方自治体及びベンダにおいて標準準拠システムへの移行を本格的に開始するとともに、制度所管府省において
は標準準拠システムへの移行支援と、標準仕様書についての各自治体やベンダからの解釈の確認、疑義等への対応を行います。

地方自治体の基幹業務システムの統一・標準化に向けたスケジュール ※R5.6月デジタル庁資料

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

地方自治体

ベンダ

デジタル庁

制度所管府省

ガバメントクラウドの調達、提供

標準仕様書
の改定

標準準拠システムへの移行支援

20業務の基幹業務システムについて
標準準拠システムヘの移行

標準仕様書に係る制度改正等への対応標準仕様書の策定
（標準化対象20業務の機能要件）

標準準拠システムへの移行作業

標準準拠システムの開発

標準化法案
提出

データ要件・連携要件、
共通機能等の策定

標準化基本方針
の策定

標準仕様の
点検、調整

ガバメントクラウド実証事業等による
ベストプラクティスの横展開

適合確認試験等の実施
データ要件・連携要件、共通機能等に係る制度改正への対応

ガバメントクラウド先行事業

ガバメントクラウド先行事業

移行計画策定等の移行準備

早期移行団体検証事業等



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月業務

マイルストン・会議体

国民年金システム標準
化研究会等の開催

改訂標準仕様書（令
和５年度）案に対す
る意見照会及び整理

改訂標準仕様書（令
和５年度）作成業務
※改定する場合のみ

その他

①

②

③

④

ベンダー分科会1
ワーキングチーム1

研究会3

ベンダー分科会2
ワーキングチーム2

意見照会 結果
集約

研究会2研究会1

第1回研究会
（検討論点の整理）

第3回研究会

領域間調整

研究会結果
反映・最終化

第1回ワーキングチーム
（共通・業務視点）

第1回ベンダー分科会
（共通・業務視点）

第2回ワーキングチーム
（機能視点）

第2回ベンダー分科会
（機能視点）

第2回研究会進め方等
整理

各種支援等

PMOツール質問対応

標準仕様書見直し（正誤表対応）

意見照会
（準備～結果取込）
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令和5年度は、研究会を3回、ワーキング、分科会を各2回実施する想定です。

1．標準化の全体スケジュール及び今年度の位置づけ
１-２．令和５年度全体スケジュール（国民年金領域）

【７月以降のスケジュール】
●11月の標準仕様書改版案作成を目指したスケジュール
研究会①（標準仕様書（改版）検討開始）：7月3日
WT①：8月上旬／ベンダー分科会①：8月下旬
WT②：10月上旬／ベンダー分科会②：10月下旬
研究会②（標準仕様書改版案）：11月頃

現在

【標準仕様書の改定作業の有無】
●標準仕様書の改定が必要な場合のみ実施する
※正誤表での対応のみとする場合は実施しない
（正誤表の対応は後述）



２．今年度検討における前提事項及び取組方針

6



令和５年度における標準準拠システムへの移行支援にあたり、令和5年6月16日にデジタル庁ＨＰにて公表された「標準仕様書の
改定・運用に関する考え方」で示された運用に沿って対応することが必要です。

7

対応のポイント（標準仕様書の改定・運用に関する考え方（デジタル庁HP公表）から抜粋）

２．今年度検討における前提事項
２-１．デジタル庁から示された取組方針に基づく対応

項番 項目 取組の考え方（標準仕様書の改定・運用等についての制度所管省庁への説明会資料） 取組のポイント
1 改定にかかる

内容
①制度改正等の政策上必要と判断される見直しを行う場合は、原則として適合基準日の１年前までに
見直し内容を反映した標準仕様書を公表する。ただし、制度改正が毎年予定されているなど、１年前ま
での仕様書の見直しが困難な事務については、デジタル庁と制度所管省庁で協議の上、別途定める。

制度改正について、標準仕様書への
影響を事務局で検討する

2 ②制度改正等以外の事情を契機として見直しを行う場合は、原則として、年１回の特定の期日を目途
に見直し内容を反映した標準仕様書を公表することとし、当該内容に係る適合基準日は、公表後１年
後以降とする。ただし、移行支援期間（2025年度まで）においては、統一・標準化の取組を優先するた
め、原則として当該見直しは行わず、真に必要なものについてデジタル庁と協議の上、見直しを行う。

見直しが必要な場合、意見照会を
実施する

3 ③データ要件・連携要件については、機能要件の見直しを契機として改定を行う。 ー

4 ④見直し内容の標準仕様書への反映の基準日は原則として、８月３１日と１月３１日とする。 ー

5 ⑤なお、標準準拠システムの開発過程等で生じる事業者等からの標準仕様書の解釈の確認や疑義等へ
の対応については、開発のボトルネックとなることのないよう、標準仕様書の改定プロセスを待つことなく、デジ
タル庁が別途定める方法により、随時対応することとし、事業者等との認識共有を図る。

以下の「事業者等からの疑義等への
対応や解釈の補記の範囲にかかる
内容」にて説明

6 事業者等から
の疑義等への
対応や解釈の
補記の範囲に
かかる内容

（１）標準準拠システムの開発過程等で生じる事業者等からの標準仕様書の解釈の確認や疑義等へ
の対応
事業者等からの疑義等について、デジタル庁及び制度所管省庁は、標準化PMOツールで対応する。
また、当該解釈等を標準仕様書に補記する場合は、次の（２）正誤表の公開の対応を行うこと。

事業者からの等からの標準仕様書の
解釈の確認や疑義には、標準仕様
書の改定プロセスを待つことなく、
PMOツールにて対応

7 （２）正誤表の公開
標準仕様書の解釈等の記載や誤記の訂正については、標準仕様書の改定プロセスを待つことなく、正
誤表で対応することができる。
なお、正誤表で対応可能な範囲については、「機能要件の修正等に伴う機能IDの運用ルール」のとおり
とする。

標準仕様書の実装区分とデータ要
件の実装類型の差異は正誤表で対
応

次頁にて補足



⇒
国民年金標準仕様書への
対応方法（事務局案）

正誤表による対応範囲（※）は、標準仕様書の改定・運用に関する考え方（デジタル庁HP公表）において、「誤記の訂正」、
「データ要件・連携要件との管理項目不整合に伴う訂正」、「要件の考え方・理由、備考欄のみの加除」と示されています。

【正誤表】
発出時期
随時
発出プロセス：
事務局で正誤表を作成し、
研究会構成員の意見を
募ったうえで発出

項目 種別 例 機能ID

機能要件 削除 機能要件を全て削除 元の機能IDを欠番とする
機能要件 分割 機能要件の分割 元の機能IDを欠番とする

（１つの要件を２つに分割する場合、機
能IDを２つ新規付番する）

機能要件 新規追加 新しい機能要件の追加 新規付番
機能要件 修正 一部追加

一部削除
元の機能IDを欠番とする
修正を行った機能要件に機能IDを新規
付番する

機能要件 訂正 ※ あきらかな誤記の訂正
（例：当該昨日→当該機能）
※ データ要件・連携要件との管理項
目不整合に伴う訂正

機能IDをそのまま利用し、訂正する

実装類型 修正 実装必須機能から標準オプション機能
に修正

機能IDをそのまま利用し、修正する

要件の考え方・
理由、備考欄

補記 ※ 機能要件の考え方等のみを加除 機能IDをそのまま利用し、訂正する

【改 定】※改定する場合のみ
発出時期
令和6年3月（予定）
発出プロセス
事務局で改定案を作成し、
研究会及び意見照会に
諮ったうえで発出

２．今年度検討における前提事項
２-２．デジタル庁から示された取組方針に基づく対応
【補足】事業者等からの疑義等への対応や解釈の補記の範囲にかかる内容（２）正誤表の公開

【参考】正誤表フォーマット（標準仕様書の改定・運用に関する考え方についての制度所管省庁への説明会資料抜粋）
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３．標準仕様書の精度向上に向けた
検討テーマ整理及び対応方針確認
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３．標準仕様書の精度向上に向けた検討テーマ整理及び対応方針確認
３-１．検討テーマ整理

令和４年度下期の意見照会結果等を踏まえ、令和５年度以降の検討テーマを区分しました。

標準仕様書（1.1版）以降で対応すべき事項

検
討
テ
ー
マとして

再
整
理

検討テーマの区分（案）
内
因
（
「
研
究
会
」
起
因
）

外
因

追加
見直し

意見照会結果
（令和４年度１-２月実施分）

申し送り事項（令和４年度分）
追加
見直し

自治体からの意見・質問
（PMOツール経由分）

追加
見直し

領域間の整合作業
• 標準化全体に共通する事項／横並び調整方
針への対応 ※1.1版以降の対応とした事項
横並び調整方針/標準仕様書の改訂・運用等
共通機能の標準
データ要件・連携要件の標準
非機能要件の標準
ガバメントクラウドの利用基準

見直し

追加

法令・制度改正対応

追加
見直し

業務
機能
の
追加

その他
追加
・

見直し

業務
機能
の

見直し

①新規機能・帳票の追加

②新規業務
（及び機能・帳票）の追加

標準化済みの業務に係る新規機能・
帳票の追加

標準化されていない業務の追加とそれ
に伴う機能・帳票の追加

⑥横並び調整方針への対応

⑦共通事項への対応

横並び調整方針についての対応

標準化業務の共通事項との
整合確認及び標準仕様書への反映

④法令・制度改正予定の標
準仕様書への反映

「1.1版」決定以降の法令・制度改正
内容の標準仕様書への反映

⑤年金機構側の業務変更を
伴う事項に関する対応

日本年金機構との調整を要する業務・
機能の見直し

③標準仕様書の精度向上・
要件化範囲・内容の最適化

標準仕様書の品質の向上の観点から
改善を図る事項
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各検討テーマ区分について令和５年度の対応方針を検討しました。

３．標準仕様書の精度向上に向けた検討テーマ整理及び対応方針確認
３-２．精度向上に向けた対応方針

検討テーマ区分 対応方針

① 新規機能・帳票の追加 ※令和５年度においては原則対応せず

② 新規業務（及び機能・帳票）の追加 ※該当する事項なし

③ 標準仕様書の精度向上・要件化範囲・
内容の最適化 開発・移行の円滑化に寄与する対応を行う

④ 法令・制度改正予定の仕様書への反映 制度改正について、標準仕様書への影響を事務局で検討のうえ、必要に応じて改版標準仕様書を策定する

⑤ 年金機構側の業務変更を伴う事項 ※中長期的課題（年金機構と自治体間の報告・送付対象情報及び手段の整理）

⑥ 横並び調整方針への対応 デジタル庁が横並び調整方針を修正した場合、標準仕様書への影響を事務局で検討のうえ、調整方針に沿って標
準仕様書を更新し、研究会にて報告

⑦ 共通事項の整備への対応 デジタル庁が共通事項の整備を修正した場合、標準仕様書への影響を事務局で検討のうえ、平仄を合わせる形で標
準仕様書を更新し、研究会にて報告
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